第1号様式（第９条関係）別添

条　例　見　直　し　調　書　（案）
	
	作成年度
	令和７年度
	次回見直し予定
	令和12年度

	条例名
	神奈川県手話言語条例

	条例番号
	平成26年神奈川県条例第89号
	法規集
	第６編第１章第１節

	所管室課
	福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課

	条例の概要
	ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現するため、手話の普及等に関する基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及等に関する施策を推進するための基本的事項を定めている。

	検　











討
	視　　点
	検　　討　　内　　容
	備　　　考

	
	必要性
現在でも必要な条例か。


	本条例は、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を実現することを目的としており、目指すべき方向性として妥当ではあるが、まだその目的が十分に達成されているわけではなく、取組を継続していく必要がある。
また、令和７年６月に「手話施策推進法」が制定され、地方公共団体が手話に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すると条例と同趣旨の記載があるが、「市町村との連携及び協力」や「県民の役割」は条例のみに記載されており、県において手話に関する施策を総合的に推進していくため、引き続き規定していく必要がある。
	

	
	有効性現行の内容で課題が解決できるか。


	本条例が制定され、手話普及推進に係る取組の方向性や県、県民、事業者等の役割が明確になったことで、手話の普及推進を図る上での指針として、本条例の規定は有効である。
一方で、ろう者への理解を深める取組の推進や手話を必要とする者の手話獲得機会の充実、手話による情報取得や手話が使用される機会の充実、専門的な人材の計画的な養成や活動環境の充実などは引き続き課題であり、条例に基づき策定する計画において対応を検討する必要がある。
	

	
	効率性現行の内容で効率的といえるか。


	この条例に基づく手話推進計画が策定され、その計画に沿って様々な取組が進められており、効率的に機能している。
	

	
	基本方針適合性県政の基本的な方針に適合しているか。

	条例の基本方針は、「新かながわグランドデザイン」にある、「ともに生きる社会かながわ憲章」や「誰もがその人らしくくらせる地域社会の実現に向けて、障がい児・者を取り巻く社会的障壁の排除や障がいに対する理解促進に取り組む」という方向性に合致している。
	

	
	適法性憲法、法令に抵触しないか。

	特に法に抵触するような内容はない。

	

	
	その他
	
	

	見直し結果
	１　改正・廃止及び運用の改善等の必要はない。
２　改正・廃止の必要はない。運用の改善等を検討する。
３　改正を検討する。運用の改善等の必要はない。
４　改正及び運用の改善等を検討する。
５　廃止を検討する。
	理　由　等

	
	
	令和８年度に改定を予定している「神奈川県手話推進計画」において課題等に対応が必要な部分があることから、その内容を検討する。



